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【構成案】第６期計画をベースに各項目に必要な内容を盛り込む。

第７期計画イメージ
資料５
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第７期計画イメージ第６期計画主な内容項 目

刑法犯認知件数の増加や地域防犯活

動従事者の減少等への対策を図りな

がら、安全安心な暮らしの実現を目

指す

・刑法犯認知件数の動向

・コロナ禍による地域防犯活動の停滞

・誰もが安全で安心して暮らせる兵庫の実現を

目指す 等

Ⅰ はじめに

同左

同左

令和７年度～令和９年度（３カ年）

安全安心な暮らしにつながる、地域

防犯の担い手確保、犯罪被害者等支

援、再犯防止対策等の観点で設定

地域安全まちづくり条例に基づき、地域安全まち

づくり活動を支援するための施策を総合的かつ計

画的に実施するために策定

地域社会の力を基本とした持続可能な安全安心兵

庫の実現

令和４年度～令和６年度（３カ年）

①地域安全まちづくり活動の支援

②子ども、女性、高齢者等の安全確保の支援

③犯罪被害者等への支援と再犯防止対策の推進

④防犯に配慮した施設の管理・整備の支援

Ⅱ 計画の基本的

枠組

１ 位置づけ

２ 基本理念

３ 計画期間

４ 基本的方向
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第７期計画イメージ第６期計画主な内容項 目

・同左

・同左

・SNS等を通じた犯罪被害の増加 等

・刑法犯認知件数の増加

・特殊詐欺被害が過去最多

・同左 等

・地域防犯活動従事者の減少等に伴

う地域防犯力の低下、担い手確保

や活動支援の必要性 等

・体感治安の低下 等

・人口減少・高齢化の進展

・地域における人と人とのつながりの希薄化

・インターネット利用の拡大とその弊害 等

・刑法犯認知件数の動向

・特殊詐欺被害の増加

・子どもへの声かけ等事案の高止まり 等

・まちづくり防犯グループの高齢化・担い手不足

・事業所の防犯活動参加の状況 等

・体感治安の動向 等

Ⅲ 地域安全を取り

巻く状況

１ 社会情勢

２ 兵庫県の犯罪

状況

３ 地域安全まちづ

くり活動の現状と

課題

４ 県民の意識
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第７期計画イメージ第６期計画主な内容項 目

刑法犯認知件数の増加、特殊詐欺被

害が過去最多、体感治安の低下等、

地域安全を取り巻く厳しい情勢を踏

まえながら、県民が理解しやすい目

標を設定

目標の達成に向け、地域防犯の担い

手確保や活動支援等による安全安心

な地域づくり、多様な手口の特殊詐

欺等複雑化する犯罪への対策、平穏

な日常生活を取り戻すための犯罪被

害者等支援、犯罪被害の防止につな

がる再犯防止等に取り組む観点で設

定

①刑法犯認知件数の減少傾向を維持する

②高齢者の特殊詐欺被害を減少させる

子どもに対する声かけ・つきまとい等の事案発

生件数を減少させる

③「住んでいる地域は治安が良く、安心して暮ら

せると思う人」の割合を80%以上に維持する

①みんなで安全安心な地域をつくる

②電話やインターネットを利用した非対面型犯罪

から地域をまもる

③子どもが安全安心に暮らせる地域をつくる

④女性が安全安心に暮らせる地域をつくる

⑤高齢者、障害者が安全安心に暮らせる地域を

つくる

⑥犯罪被害者等が安全安心に暮らせる地域を

つくる

⑦更生支援と再犯防止対策を推進する

⑧安全で安心な住みやすい環境づくりを推進する

Ⅳ 計画の目標設定

１ 目標

２ 行動の展開
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第７期計画イメージ第６期計画主な内容項 目

地域防犯の担い手確保、特殊詐欺被

害防止に係る普及啓発活動等、「行

動」を進めるにあたっての適切な指

標を設定

・まちづくり防犯グループ結成数

・自動録音電話機普及促進事業実施市町数

・防犯カメラ設置補助箇所数

・客引き行為等禁止地区における客引き・客待ち

の傾向 等

３ 「行動」の活動

指標

同左地域の安全安心、犯罪被害者等支援、再犯防止の

推進にあたり、国、県、県警、市町、関係団体等

が役割を果たしながら連携していく 等

Ⅴ 主体の役割分担

と連携

学生防犯ボランティアとの連携、DX

技術を活用した効果的な地域安全対

策、地域防犯活動への適切な支援等、

地域防犯力の向上につながる施策を

記載

・地域安全まちづくり推進員の委嘱促進

・地域安全マップの作成促進

・特殊詐欺被害防止に係る啓発

・防犯カメラの設置促進

・客引き行為等禁止地区における巡回指導の実施

Ⅵ 具体的取組

第６期計画目標（刑法犯認知件数

等）の達成状況等を記載

第５期計画目標の達成状況 等【参考：前期計画の

成果】


